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１ 入札から契約締結まで



リサイクル説明書等について

特定建設資材を使用する請負代金額500万円以上の工事はリサイクル説明書の提出が必要
【特定建設資材】
◆コンクリート
◆コンクリート及び鉄から成る建設建材（プレキャスト鉄筋コンクリート版など）
◆木材
◆アスファルト・コンクリート

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（対象建設工事の届出に係る事項の説明等）
第12条 対象建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当
該発注しようとする者に対し、少なくとも第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説
明しなければならない。
（対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項）
第13条 対象建設工事の請負契約（当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含
む。以下この条において同じ。）の当事者は、建設業法（昭和24年法律第百号）第19条第１項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体
工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
２ 対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面
に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

別表３ （Ａ４）

仮設工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

土工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

基礎工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

本体構造の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

その他の工事　□有　□無
□　手作業・機械作業の併用

□上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（    　　        　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　          　　　　　　　　　　）

沿線住民に工事の内容を
広報・周知する。

搬出経路

□　手作業

分別解体等の方法
（解体工事のみ）

□①　□②　□③　□④

□　手作業

□⑤　□⑥

④本体構造

□　手作業

□　手作業

②土工

工作物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容

作業場所

前面道路の幅員　約１２ｍ

□有
（　　　　　　　　　　　　）

工作物に関する調査の結果

作業内容

無し

種類

10 トン

□建設発生木材

工作物に用いられた建設資材の量

の見込み（解体工事のみ）

通学路　□有　□無

工程

トン

築年数　　　　年

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工作物の状況

周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校周辺状況

特定建設資材への付着

物（解体・維持・修繕

工事のみ）

工事着手前に実施する措置の内容

□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話

その他（現道上のため支障なし）

　　　　　　　　□病院　□その他（　　　　　　　　　　　　）

障害物　□有（　　　）　□無

□コンクリート塊

⑤本体付属品

その他

使用する部分又は発生が見
込まれる部分（注）
□①　□②　□③　□④

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

□アスファルト・コンクリート　□木材

作業場所　□十分　□不十分

工作物に関
する調査の

結果

□新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事

□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材

□その他（改良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（幹線道路（県道）上での工事、交通量多い）

敷地境界との最短距離　約　　３　　ｍ

③基礎

（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

□　手作業

□①　□②　□③　□④

□無

□⑤　□⑥

量の見込み

□⑤　□⑥

　　　　　　　　　トン

①仮設

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工作物の構造

（解体工事のみ）
□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

工事の種類

使用する特定建設資材の種類

(新築･維持･修繕工事のみ）

⑥その他
（　　　　　　　）

道路占用許可済、道路使用許可済

交通誘導員の常駐

その他（現道上における工事）

□　手作業

備考

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の

見込み（全工事）並びに特定建設資材

が使用される工作物の部分（新築・維

持・修繕工事のみ）及び特定建設資材

廃棄物の発生が見込まれる工作物の部

分（維持・修繕・解体工事のみ） □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
230 トン

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「解体工事のみ」とは、工事内容が解体工事のみとなっている場合

であり、新築（新設）工事が含まれる場合は該当しない。

説明書 分別解体等の計画等
（第12条関係様式） 

 

説  明  書 

 

平成 ○年 ×月 □日 

（発注者） 

 ○○地方局長 

  ○○ ○○ 様 

 

 

 

                 氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名) ㈱○○建設 代表取締役○○○○ 

                 （郵便番号○○○－○○○○）電話番号○○○○－○○－○○○○  

                 住所 愛媛県○○市○○町○○××番地                          

 

 

 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設 

工事の分別解体等の計画等に係る事項について下記のとおり説明します。 

 

 

記 

 

１．工事の名称  ××××第○○○号 ○○○○線 ○○○○工事 

 

２．工事の場所  愛媛県○○市○○町○○××番地 

 

３．説明内容   添付資料のとおり 

 

４．添付資料 

  ①別表（別表1～3のうち該当するものに必要事項を記載したもの） 

      □別表1（建築物に係る解体工事） 

   □別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

   □別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

    ②工程の概要を示す資料（できるだけ図面、表等を利用する。） 

    

□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。 

 
 

 
 
 
 

・５００万円未満の工事
・特定建設資材を使用しない工事

⇩
提出不要！！
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２ 契約締結から工事着手まで



工程表の提出が省略できる工事について

１件の請負代金額が５０万円未満の工事および年間維持工事については、「工程表」を省略すること
ができる。

工事請負契約書
（ 工程表）
第３ 条 受注者は、この契約締結後1 4日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。受注者は、
工程表を変更したときは、その都度変更後の工程表を発注者に提出しなければならない。
愛媛県工事執行規程
（工程表の省略）
第９ 条工程表を省略することができる工事は、１件の請負代金額が50万円未満のもの、年間維持工事（県が管理する施設、設備等の
安全性を確保すること又はその機能若しくは性能を維持することを目的とし、おおむね年間を通じて行う維持、修繕等の工事をいう。以
下同じ。）及び規則第146条第１項第４号の復旧工事（同号に該当して予定価格を記載した書面の作成を省略する場合に限る。）とす
る。

工程表

・１件の請負代金額が50万円未満
 ・年間維持工事

⇩
工程表の提出は不要

参考様式－１

自
至 受注者

100

90

80

70

（黒）計画工程（下段） 60

50

40

30

20

10

0

バ　ー　チ　ャ　ー　ト　工　程　表

工事番号　　○道改第○○号の１

後片付工 式 1 0.2

種別工種
工期

備考

８月

工　期
○○建設株式会社平成○年８月３１日

平成○年５月１日

細別

５月 ６月 ７月

構成比数量
単
位 ６月 ７月 ８月

ｍ 50 40.0

ｍ 50 9.5

ｍ3 3,000 30.0

ｍ2 2,000 20.0

ガードレール

式 1 0.1

防護柵工防護柵工

５月

掘削工道路土工

準備工事

準備

擁壁工 重力式擁壁

残土処理

式 1 0.2

100(0.1)

100(0.2)

50(15.0)

50(15.0)

25(10.0)

100(9.5)

50(15.0)

50(15.0)

75(30.0)

25.3

60.3

90.3
100.0

100(0.2)
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Point
コリンズ登録システムを使用することで自動でメール
送信されるため、全ての工事で紙による提出は不要！

登録内容確認書について

工事請負代金額が500万円未満の工事は工事実績情報サービスへの登録は不要。

工事請負代金額が500万円未満   
⇩

工事実績情報サービスへの登録は不要

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-5 工事実績データ作成、登録
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき、受注・
変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受
注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日
以内に、完成時は完成検査後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない
場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

登録内容確認書
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「施工計画書」の提出が省略できる工事について

以下の①②の工事では、監督員が指示する場合を除き「施工計画書」の作成を省略する
ことができる。

①請負代金が５００万円未満の工事
②年間維持工事

※施工計画書の作成を省略する工事であっても提出書類が必要な書類があるため、必要な資料について
順次提出すること。（土木工事施工管理マニュアル「８．施工計画書」参照）

上記①または②に 該当する工事
⇩

施工計画書の提出は不要
（施工計画書を提出しても工事成績評定に反映されない）

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-4 施工計画書
１．一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
ただし、当初の請負代金が500万円未満の工事及び年間維持工事（愛媛県が管理する施設、設備等の安全性を確保すること又はその機能
若しくは性能を維持することを目的とし、おおむね年間を通じて行う維持、修繕等の工事をいう。以下同じ）については、監督員が指示する場
合を除き、施工計画書の作成を省略することができる。
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施工計画書 提出書類一覧

施工計画書に記載する項目は以下のとおり（愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-4）。 
(1)  現場組織表
(2)  主要資材
(3)  施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）
(4)  施工管理計画
(5)  安全管理
(6)  緊急時の体制及び対応
(7)  交通管理
(8)  環境対策
(9) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(10)その他

工事概要
コリンズ
計画工程表
施工体系図
指定機械
主要船舶・機械
工程管理
木製工事用バリケード設置計画
現場作業環境の整備

⇨提出不要

7

別途システムによる自動送信

別途提出

別途下請通知に添付



「施工方法」に関する提出書類について
施工計画書に記載する項目のうち、①②の工事以外は、「(3)  施工方法（主要機械、仮
設備計画、工事用地等を含む）」の提出は不要。

①当初請負代金額が3,000万円以上
②監督員が指示する場合

愛媛県土木部発注工事特記仕様書
第６条
受注者は、施工計画書の作成にあたっては、共通仕様書第１編1-1-1-4 第１項の規定による ほか、次の項目ごとに、それぞれ必要
な内容を含めなければならない。 また、（３）施工方法については、当初請負代金額が3,000 万円以上である場合又は監督員が指示
する場合に提出しなければならない。

施工方法

8

上記①または②以外の工事   
⇩

施工方法の提出は不要



「安全訓練」に関する提出書類について

◆全ての工事 ⇨「安全訓練等実施計画書」を監督員に提出

◆監督員が請求する工事 ⇨「安全訓練等実施報告書」を監督員に提示 (※提出不要)

※安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ活動・新規入場者教育等の安全対策実施記録は提示（任意）

安全巡視・ＴＢＭ・ＫＹ活動・
新規入場者教育

に関する安全対策実施記録
⇩

※実施した記録があれば
工事成績評定に反映されます。

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-25 工事中の安全確保
13.計画書
受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出しなければならない。
14.安全教育・訓練等の記録
受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、監督員の
請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提示しなければならない。

参考様式-２６（第1編1-1-1-25）

路線河川名 工事名

施工箇所 受注者

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

※       施工計画書に添付する場合は、｢実施時期｣の欄以下とすること。

※       研修を行う諸規定・法令の関係項目を具体的に記載すること。

安 全 訓 練 に 関 す る 実 施 計 画 書

安　　全　　訓　　練　　の　　計　　画

実施時期 実　　施　　内　　容

安全訓練等実施計画書

安全訓練等実施報告書
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「交通誘導警備員」を配置する工事の提出書類について

監督員へ下記書類の提出が必要

◆施工前
・交通誘導警備員配置計画
・検定合格警備員一覧表（検定合格証の写し）
※指定した路線で交通整理を行う場合

◆完成時
・交通誘導警備員配置実績表

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-32 交通誘導警備員
2.配置計画
受注者は、工事の施工に当たって、交通誘導警備員を配置して交通誘導を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について監督員と
協議のうえ、交通誘導警備員配置計画表を作成し、着手前に監督員に提出しなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。
3.検定合格警備員
受注者は、次の路線において交通誘導を行う場合は、工事箇所ごとに、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警
備員を1人以上配置しなければならない。また、検定合格警備員一覧表に検定合格証の写し等の資格要件を確認できる資料を添付し、交通誘
導警備員配置計画表とあわせて、着手前に監督員に提出しなければならない。
（1）高速自動車国道
（2）自動車専用道路
（3）愛媛県公安委員会が認定する路線
4.実績報告
受注者は、工事の施工に当たって、交通誘導警備員を配置して交通誘導を行った場合、交通誘導警備員配置実績表を作成し、工事完成時に
監督員へ提出しなければならない。また、第3項の規定により検定合格警備員を配置した場合は、配置した検定合格警備員の氏名を交通誘導
警備員配置実績表の備考欄に記入し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。

参考様式－２８（第1編1-1-1-32）

月　日 勤務時間

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

／ ：　～　：

（注意事項）検定合格警備員を配置する場合は、計画表に検定合格警備員一覧表を添付し、

実績表の備考欄に検定合格警備員の氏名を記載すること。

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人

　　　　人 無・有（　人）

交 通 誘 導 警 備 員 配 置 （ 計 画 ・ 実 績 ） 表

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

無・有（　人）

配置計画・実績

配置人員 交替要員

施工箇所 受 注 者

備　　考

路線河川名 工 事 名

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

　　　　人 無・有（　人）

交通誘導警備員配置計画・実績表

参考様式２８－２（第１編 1-1-1-32） 

年 月 日   

 

 

検定合格警備員一覧表 

 

検定合格者氏名 会社名 １・２級の別 合格証明書番号 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

本工事における配置警備員の資格要件を確認したので報告します。 

 

 

受注者            

 

※受注者は本証明書に検定合格書の写し等の資格要件を確認できる資料を添付し監督員に提出す

ること。 

検定合格警備員一覧表
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建設副産物に関する書類について

コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等の建設資材工事現場に搬入する場合
   ⇒ 「再生資源利用計画」「再生資源利用実施書」の提出

建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を
工事現場から搬出する場合 ⇒ 「再生資源利用促進計画 」「再生資源使用促進実施書」の提出

※「再生資源利用（促進）計画」「再生資源利用（促進）実施書」は建設副産物情報交換システム（コブリス・プラス）
で作成

産業廃棄物処理
計画書

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-17 建設副産物
4.再生資源利用計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、
再生資源利用計画を作成し、監督員に提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公
衆の見やすい場所に掲げなければならない。 
6.再生資源利用促進計画
受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する
場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、監督員に提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 
10.実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完成時に実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及
び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。
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産業廃棄物処理計画書
⇩

         提出不要



３ 工事の着手から完成まで



「施工体制台帳」・「施工体系図」の提出が必要な工事について

下請契約を締結した場合、受注者は「施工体制台帳」及び「施工体系図」の提出が必要。

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-10 施工体制台帳
1.一般事項
受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳を作成し、工事現
場に備えるとともに、発注者に提出しなければならない。
2.施工体系図
受注者は、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の6の規定により、各下請負者の施工の分担関係を表示した施
工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見
やすい場所に掲げるとともに発注者に提出しなければならない。

参考様式-１９-１（第1編1-1-1-10）

大臣 特定

知事 一般

大臣 特定

知事 一般

自

至

（記入要領） 1

2

3

4

5

6 一号特定技能外国人が、建設工事に従事する場合は「有」従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

年　　月　　日

施　工　体　制　台　帳

[ 会 社 名 ]

[事業所名 ]

建設業の
許　可

許可業種 許可番号 許可（更新）年月日

第 号 　　　　年　　月　　日
工事業

第 号 　　　　年　　月　　日
工事業

工事名称
及　び

工事内容

発注者名
及　び

住　　所
〒

下請契約

工　期
　　　　年　　月　　日

契約日 　　　　年　　月　　日
　　　　年　　月　　日

発注者の
監督員名

権限及び意見
申出方法

契　約
営業所

区分 名　　　称 住　　　所

元請契約

現　場
代理人名

権限及び意見
申出方法

監督員名
権限及び意見

申出方法

専　門
技術者名

専　　門
技術者名

主任･監理
技術者名

専　任
非専任

資格内容

資格内容 資格内容

外国人建設就
労者の従事の
状況（有無）

外国人技能実
習生の従事の
状況（有無）

監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。

専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術

者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)

担　　当

工事内容

担　　当

工事内容

有　　無 有　　無
一号特定技能外
国人の従事の
状況（有無）

有　　無

健康保険等
の加入状況

保険加入の
有無

健康保険 厚生年金保険

適用除外 適用除外

雇用保険

加入　　　未加入 加入　　　未加入 加入　　　未加入

適用除外

事業所
整理記号等

区　分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

元請契約

外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有」従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

外国人建設就労者が、建設工事に従事する場合は「有」従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

下請契約

上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略す

ることができる。

参考様式-２０（第1編1-1-1-10）
年　　月　　日　提出（第　　回）

自

至

( ) ( ) ( ) ( )

工

事

工

事

工

事

工

事

( ) ( ) ( ) ( )

工

事

工

事

工

事

工

事

( ) ( ) ( ) ( )

注）

工

事

工

事

工

事

工

事

( ) ( ) ( ) ( )

工

事

工

事

工

事

工

事

年　　月　　日～　　年　　月　　日 年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

主任技術者

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

担当工事内容

専門技術者

工期

下請会社名上段の（）内に下請負代金額の額を記入
し、発注者に提出すること。
（工事現場に掲示する施工体系図については、下請
負代金額の記入不要）

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

工期

工 事 内 容

安全衛生責任者

担当工事内容

工 事 内 容

安全衛生責任者

専門技術者

担当工事内容

専門技術者

工 事 内 容

施　工　体　系　図

主任技術者

会　社　名

工 事 内 容

主任技術者

安全衛生責任者 安全衛生責任者

工 事 内 容

会　社　名

担当工事内容

専門技術者

主任技術者

会　社　名

工 事 内 容

安全衛生責任者

会　社　名

工 事 内 容

専門技術者

主任技術者

安全衛生責任者

担当工事内容

工期 年　　月　　日～　　年　　月　　日

専門技術者

工期

担当工事内容

会　社　名

工 事 内 容

担当工事内容

会　社　名

主任技術者

主任技術者

安全衛生責任者

専門技術者

工期

担当工事内容

専門技術者

担当工事内容

工期

工 事 内 容

安全衛生責任者

会　社　名

工期

安全衛生責任者

工期

安全衛生責任者

主任技術者

会　社　名

工 事 内 容

工期

会　社　名

工 事 内 容

専門技術者専門技術者

専門技術者名

専門技術者名

担当工事内容

担当工事内容

会　社　名

工 事 名 称

元 請 名

監 督 員 名

主任･監理技術者名

工期

主任技術者

専門技術者

工 事 内 容

安全衛生責任者

会　社　名

工 事 内 容

安全衛生責任者

担当工事内容

工期

担当工事内容

主任技術者

主任技術者

工 事 内 容

安全衛生責任者

担当工事内容

担当工事内容

工期

専門技術者

主任技術者

会　社　名

主任技術者

工 事 内 容

安全衛生責任者

専門技術者

工期

工期

専門技術者

担当工事内容

会　社　名会　社　名

工 事 内 容

安全衛生責任者

主任技術者

担当工事内容

工期

書　　　記

年　　月　　日～　　年　　月　　日

年　　月　　日～　　年　　月　　日

工期

安全衛生責任者

専門技術者

会　社　名

主任技術者

専門技術者

年　　月　　日

年　　月　　日

担当工事内容

会　社　名

主任技術者

工期元方安全衛生管理者

会　　　長
統括安全衛生責任者

副　会　長

発 注 者 名

施工体制台帳 施工体系図
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下請契約を締結しない工事
  ⇩
          提出不要

Point
・施工計画書への添付は不要！
・交通誘導警備員を配置(警備業者)や土砂等を運搬
する大型自動車を配車(運搬業者)等は下請契約には
該当しない！



「建退共」に関する提出書類について
★請負契約の締結後１か月以内。また、これ以降も証紙購入の都度

「掛金収納書」を提出
★工事を下請に付す場合

「退職金共済証紙現物交付報告書」を提出
★完成届とあわせて（下請業者のものもあわせて）

「建設業退職金証紙ちょう付報告書」を提出

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償
5.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ
月以内に、発注者に提出しなければならない。

掛金収納書 退職金共済証紙現物工事報告書 建設業退職金証紙ちょう付報告書
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産業廃棄物が搬出される工事について

産業廃棄物が排出される工事
⇓

「処理業者の許可書の写し」
「産業廃棄物処理委託契約書の写し」の提出が必要

マニフェスト

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-17 建設副産物
2.マニフェスト 
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正に処
理されていることを確かめるとともに監督員に提示しなければならない。 
12.産業廃棄物の処理 
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事に当たっては、産業廃棄物の搬出に先立ち、処理業者の許可証の写しを監督員に提出し
なければならない。また、産業廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物処理委託契約書の写しを監督員に提出しなければなら
ない。

※産業廃棄物管理票（マニフェスト）は提示
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産業廃棄物管理票（マニフェスト）
    ⇩
            提出不要



工事履行報告書について

①②の工事以外は、工事履行報告書の提出は不要。

①当初請負代金額が5,000万円以上
②設計図書で定めのある場合

愛媛県土木部発注工事特記仕様書
（履行報告）
第４条
受注者は、本工事の 当初請負代金額が 5,000万円以上である場合 又は設計図書に定めのある場合は、契約書第11条の規定により、履行状
況を発注者に報告しなければならない。
２ 前項の報告は、次の各号に示す資料を添付し、毎月５日（５日が県の休日にあたる場合は直後の平日とする。）までに行わなければならない。
（１）工事履行報告書
（２）実施工程表
（３）工事全体の進捗が分かる写真

上記①または②以外の工事   
⇩

工事履行報告書の提出は不要

参考様式-２５（第1編1-1-1-23）

～

（ 月分）

（記事欄）

受注者 株式会社○○建設

１１月
１００．０

（９０．０）

１２月
（１００．０）

９月
６０．０

（５０．０）

１０月
８０．０

（７０．０）

７月
２０．０

（２５．０）
２５．００

８月
４５．０

（４０．０）
３５．００

月　　別
予定工程　％

（　）は工程変更後
実施工程　％ 備　　考

６月
５．０

（５．０）
５．００

工　事　履　行　報　告　書

　　○○年　６月　１日 　　○○年１２月１５日

日　付

○○第○号の１（二）○○川　河川改修工事

８

工事名

工　期

　　○○年　９月　５日

工事履行報告書 実施工程表

参考様式－１

自
至 受注者

100

90

80

70

（黒）計画工程（下段） 60

50

40

30

20

10

0

バ　ー　チ　ャ　ー　ト　工　程　表

工事番号　　○道改第○○号の１

後片付工 式 1 0.2

種別工種
工期

備考

８月

工　期
○○建設株式会社平成○年８月３１日

平成○年５月１日

細別

５月 ６月 ７月

構成比数量
単
位 ６月 ７月 ８月

ｍ 50 40.0

ｍ 50 9.5

ｍ3 3,000 30.0

ｍ2 2,000 20.0

ガードレール

式 1 0.1

防護柵工防護柵工

５月

掘削工道路土工

準備工事

準備

擁壁工 重力式擁壁

残土処理

式 1 0.2

100(0.1)

100(0.2)

50(15.0)

50(15.0)

25(10.0)

100(9.5)

50(15.0)

50(15.0)

75(30.0)

25.3

60.3

90.3
100.0

100(0.2)

写真
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４ 写真管理



工事写真を省略できる場合について

以下のケース①～③の場合、工事写真は省略可能

ケース①品質証明書がある場合

公的機関で実施された
品質証明書を

保管整備できる場合
⇩

品質管理写真の

撮影を省略可能

ケース②完成後測定可能な部分

完成後測定可能な部分
⇩

出来型管理状況のわかる写真

を細別ごとに1回撮影でよい

ケース③監督員等が臨場時

監督員または現場技術員が立会
して段階確認した場合

⇩
立会時に撮影した写真を

出来形管理写真としてよい
※別途受注者による出来形管理写真の

撮影を省略可能

写真管理基準（案）
（写真の省略）
４．工事写真は次の場合に省略するものとする。
(1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
(2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を細別ごとに１回撮影し、後は撮影を省略す
るものとする。
(3) 監督員または現場技術員が立会して段階確認した箇所（不可視部分を含む）は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。
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５ 品質管理書類



レディーミクストコンクリートを用いる場合の提出書類について

受注者が、「マル適マーク使用承認工場」を選定し、
その工場が製造したＪＩＳマーク表示された
レディーミクストコンクリートを用いる場合、
使用前に監督員に提出が必要な書類は、以下のとおり

レディーミクストコンクリート配合計画書

★「マル適マーク使用承認工場」とは？

全国生コンクリート品質管理監査会議の
策定した統一監査基準に基づく監査に
合格した工場

骨材のアルカリシリカ反応性試験報告書
コンクリート用化学混和剤試験結果報告書
セメント試験成績表
骨材試験成績表
水質試験報告書
ＪＩＳマーク表示制度認証書
日本工業規格適合性認証書 等

⇨提出不要
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施工管理資料（品質管理）一覧

品質管理の施工管理資料として提出が必要なものは以下の３つのみ。

①品質管理図表
②その他
③品質証明書

測定結果総括表
測定結果一覧表
品質管理図（工程能力図）
度数表
X-R管理図データシート
X-R管理図
X-Rs－Rm管理図データシート
X-Rs-Rm管理図

⇨提出不要
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６ 出来形管理書類



施工管理資料（出来形管理）一覧

出来形管理の施工管理資料として提出が必要なものは以下の３つのみ。

①出来形管理図表
②出来形展開図
③その他

⇨提出不要
測定結果総括表
測定結果一覧表
出来形管理図（工程能力図）
度数表
出来形数量計算書
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「木材利用実績書」の提出が必要な工事について

木材の使用を義務付けていないもの（バリケード・工事看板以外の仮設物等）
に使用した木材が0.15m3以上の工事

⇓
「木材利用実績書」の提出が必要

木材利用
実績書

木材の使用を義務付けて
いないものに使用した木
材が0.15m3未満の工事

⇩
提出不要

参考様式-２９-１（第1編1-1-1-42）

作成年月日：　　○○年　○月　○日　　

○○○第○号の１　○○○○工事

株式会社○○建設

種  別　（用途） 品　名　（樹種・製品名等） 規    格 数　量 材積(m3) 備      考

掲示板 杉 12×910×1820 8枚 0.16

丁張板 杉 12×60×3000 30本 0.06

産　地 施業分類

工事番号・工事名

受 注 者 名

木 材 利 用 実 績 書

間伐材久万高原町

久万高原町 間伐材

木材利用実績書

愛媛県土木工事共通仕様書
1-1-1-42 間伐材の利用促進
1.一般事項
地球環境保護と環境負荷低減の立場から、間伐材の利用促進を図るため、本工事に使用する木材については、丁張板や現場立ち入り防止柵
等の任意仮設を含め、愛媛県産間伐材を優先し使用しなければならない。
2.産地証明
木材の使用に当たっては、産地証明書などの木材の産地を確認、証明できる資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は速やかに
提示しなければならない。なお、間伐材にあっては、素材、製材を問わずシール等により、現場で容易に間伐材であることが判別できるものを使
用するよう努めなければならない。
3.木材利用実績書
設計図書で木材の使用を義務付けていないもの（バリケード、工事看板以外の仮設物等）に木材を使用する場合で、使用数量の合計が
0.15m3以上の場合は、木材利用実績書を工事完成時に監督員に提出しなければならない。
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７ 書類の提出について



「電子メールで提出した工事書類」の再提出(紙媒体の提出)について

「電子メールで提出した工事書類」は、紙資料での後日提出や電子納品は不要

電子メールを活用可能な工事書類の例
(1)工事打ち合わせ簿(提出・報告・通知・指示)
(2)工事履行報告書
(3)工事実績データ(登録のための確認のお願い、登録内容確認書)
(4)再生資源利用実施書
(5)再生資源利用促進実施書
(6)木材使用実績報告書 など

電子メールで提出した
工事書類
があれば・・・

紙媒体の
提出

電子メールでの提出の対象外
(1)押印が必要な書類や電子認証が必要な書類
(2)契約約款等に定める書類
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８ 設計変更



発注者からの指示事項に対する設計変更等について

事例①
・設計図書(図面・現場説明書・仕様書)の範囲を超える内容について、発注者が受注者に指示

対応する上での注意点
・発注者は、変更を指示する場合、指示書により受注者に指示すること
(※軽易なもの、災害時等緊急な場合は除く)
・発注者は、変更指示を行う場合は、指示書にその内容に伴う増減額の概算金額を記載するよう努めること
(※緊急的に作業を指示する場合や、概算金額の算定に時間を要する場合を除く)
・受注者は、指示書より実施内容、概算金額を確認した上で作業を実施
・愛媛県土木工事における設計変更ガイドライン(案)により適切な設計変更を行うこと

事例②
・工事が設計図書に適合しておらず、改造請求・修補を発注者が受注者に指示
・仕様書に規定された方法で施工しておらず、品質確認のための作業を発注者が受注者に指示

対応する上での注意点
・設計図書に適合していない場合、正式な書面により受注者に指示すること
・指示内容(費用負担含む)は、事前に受発注者間で協議を行い決定すること
・発注者は一方的に受注者に指示しないこと

★対応ポイント
受発注者間で、追加作業の目的、実施内容及び概算金額について共有し、作業実施後にトラブルと
ならないよう適切な対応をとること。
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９ 関係基準等の保存場所(県HP)



名称 適用・概要など 県HP公開

愛媛県土木工事共通仕様書

各建設作業の使用材料の品質、数量、仕上げの
程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技
術的要求、工事内容を盛り込み作成した図書を
いう。

https://www.pref.ehime.jp/page/8142.html

愛媛県土木工事施工管理基準

土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めた
もの。
・出来形管理基準及び規格値
・品質管理基準及び規格値

写真管理基準(案）
土木工事施工管理基準に定める土木工事の工
事写真の撮影に関する基準

土木工事施工管理マニュアル

工事において受注者が実施すべき事項を整理し、
根拠とともにその留意点を明らかにし、発注者と受
注者の共通認識のもと業務の適正化及び工事書
類の簡素化を図る目的で作成したもの。

愛媛県土木工事における
設計変更ガイドライン(案)

設計変更に係る業務の円滑化を図るために、発
注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース、
手続きの流れ等についてまとめたもの。

電子メール等を活用した情報交
換に関する実施要項

工事及び業務における、書類の電子メール等を活
用した情報交換に関する運用について定めたもの。

https://www.pref.ehime.jp/page/8103.html

関係基準等の保存場所(県HP)

30



愛媛県 土木部 土木管理局 土木管理課 技術企画室

TEL：089-912-2648
FAX：089-912-2653
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